
○
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
十
八
号

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き

、
粉
塵
爆
発
の
危
険
性
の
高
い
金
属
粉
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
粉
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
チ
タ
ン
粉
及
び
マ
グ
ナ
リ
ウ
ム
粉
の
う
ち
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

八
十
六
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
危
険
物
に
該
当
す
る
も
の


